
鴎
外
の
背
景
と
し
て
の
一
九
世
紀
の
津
和
野

ー
場
所
論
と
し
て
|

一場所論としてー

序小
論
は
、
作
家
森
鴎
外
の
背
景
を
為
す
一
九
世
紀
の
津
和
野
の
歴
史
を
、
場

所
論
的
に
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
筆
者
は
先
に
、
森
鴎
外
の
作
品
の
背
景
を

為
す
津
和
野
の
風
景
の
意
味
を
考
察
し
た
(
「
鴎
外
の
背
景
と
し
て
の
津
和
野

の
風
景
|
場
所
論
的
考
察
|
」
『
地
域
文
化
研
究
一
二
』
梅
光
女
学
院
大

学
地
域
文
化
研
究
所
紀
要
、
一
九
九
七
)
。
そ
の
際
考
察
の
手
段
と
し
て
用
い

た
の
は
場
所
論
と
し
て
の
哲
学
的
方
法
で
あ
っ
た
が
、
小
論
で
も
そ
れ
を
踏
襲

す
る
。
な
お
、
そ
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
紙
幅
の
関
係
上
、
こ
こ
で
は
場
所
論

に
お
け
る
歴
史
の
意
味
に
つ
い
て
重
点
的
に
述
べ
る
。

西
田
幾
多
郎
は
「
弁
証
法
的
一
般
者
(
場
所
、
唯
一
絶
対
の
存
在
H
筆
者
註
)

の
自
己
限
定
に
於
て
は
個
物
的
限
定
と
一
般
的
限
定
と
は
何
処
ま
で
も
相
対
立

し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
市
も
そ
れ
が
一
で
あ
る
所
に
、
弁
証
法
的
過

程
と
し
て
の
行
為
の
世
界
、
社
会
的
・
歴
史
的
進
行
の
世
界
と
い
う
も
の
が
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
」
(
『
西
田
幾
多
郎
全
集
第
七
巻
』
岩
波
書
底
、
一
九

四
九
/
一
九
八
八
、
一
九
一
頁
)
と
述
べ
て
、
世
界
の
変
化
発
展
の
具
体
的
な

現
れ
を
歴
史
に
見
ょ
う
と
す
る
。
こ
の
引
用
に
お
い
て
、
「
弁
証
法
的
一
般
者
」

と
は
唯
一
絶
対
の
存
在
そ
の
も
の
、
西
田
幾
多
郎
の
術
語
で
は
「
場
所
」
に
相

当
す
る
。
つ
ま
り
、
時
空
す
べ
て
を
一
元
的
に
、
ま
た
、
そ
の
最
も
根
底
に
お
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荒

木

正

見

い
て
は
均
質
的
に
捉
え
る
の
が
西
田
幾
多
郎
の
存
在
論
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、

存
在
や
神
な
ど
と
も
名
付
け
ら
れ
な
い
「
あ
る
こ
と
」
そ
の
こ
と
で
あ
り
、
名

付
け
る
こ
と
で
ま
た
限
定
さ
れ
る
こ
と
を
倶
れ
て
、
あ
え
て
外
枠
と
し
て
の

「
あ
り
か
」
す
な
わ
ち
「
場
所
」
と
名
付
け
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
場
所
」

が
自
ら
を
限
定
し
た
も
の
が
「
個
」
で
あ
る
。
そ
の
限
定
は
場
所
全
体
の
ダ
イ

ナ
ミ
ズ
ム
に
関
わ
り
、
そ
の
意
味
で
は
一
般
的
限
定
で
あ
る
。
し
か
し
、
西
田

幾
多
郎
は
こ
の
個
は
、
全
体
と
し
て
の
場
所
と
優
劣
が
あ
る
も
の
で
は
な
い
と

す
る
。
「
個
物
の
世
界
か
ら
言
え
ば
、
個
物
が
ど
こ
迄
も
一
般
を
限
定
す
る
。
」

(
『
西
田
幾
多
郎
全
集
第
十
四
巻
』
岩
波
書
庖
、
一
九
五
一
/
一
九
八
八
、
四

七

O
頁
)
と
、
個
は
個
物
的
限
定
と
し
て
働
き
、
個
と
全
体
と
が
相
互
に
限
定

し
あ
う
そ
の
こ
と
を
重
視
す
る
。
こ
れ
が
、
西
田
幾
多
郎
の
い
う
弁
証
法
で
あ

り
、
こ
の
相
互
運
動
は
、
具
体
的
な
歴
史
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
示
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

こ
の
相
互
運
動
的
な
構
造
は
存
在
一
般
の
構
造
と
し
て
普
遍
性
が
あ
る
の
だ

か
ら
、
具
体
的
な
場
所
に
対
し
て
も
、
そ
の
構
造
を
当
て
は
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
す
な
わ
ち
、
考
察
の
方
法
と
し
て
は
、
個
、
こ
の
場
合
は
森
鴎
外
の
作
品

そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
森
鴎
外
の
作
品
の
本
質
的
傾
向
性
と
、
そ
の
背
景
を
為

す
津
和
野
と
い
う
場
所
の
相
互
限
定
の
運
動
に
着
目
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
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の
論
文
の
特
徴
と
し
て
、
と
り
あ
げ
る
作
品
内
容
の
時
期
が
森
鴎
外
の
幼
児
期

に
相
当
す
る
た
め
、
鴎
外
自
身
の
側
か
ら
の
場
所
に
対
す
る
限
定
と
い
う
よ
り

は
、
津
和
野
と
い
う
場
所
か
ら
の
鴎
外
に
対
す
る
限
定
に
偏
る
こ
と
を
前
以
て

断
っ
て
お
く
。

な
お
、
引
用
に
お
い
て
旧
漢
字
、
旧
仮
名
は
、
「
鴎
」
を
除
い
て
、
現
在
の

も
の
に
直
し
た
。

鴎
外
の
作
品
と
津
和
野

先
の
拙
論
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
鴎
外
の
作
品
に
お
い
て
、
津
和
野
の
描
写

は
思
い
の
ほ
か
少
な
い
。
そ
の
最
大
の
理
由
は
、
『
自
紀
材
料
』
に
「
明
治
五

年
十
一
歳
。
六
月
二
十
六
日
石
見
国
鹿
足
郡
町
田
村
の
居
を
出
で
、
父
と
東

京
に
向
う
。
」
(
五
頁
)
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
鴎
外
が
満
十
歳
に
し
て
上
京
し
.

た
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
「
余
は
石
見
人
(
い
わ
み
の
ひ
と
)
森
林
太
郎
と

し
て
死
せ
ん
と
欲
す
」
と
い
う
遺
言
(
『
鴎
外
論
集
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
一

九
九

O
、
二
一
九
頁
)
を
記
す
に
至
る
、
津
和
野
に
対
す
る
元
型
的
な
思
い
は

継
続
し
た
。
そ
こ
で
先
の
拙
論
で
は
、
彼
の
人
格
発
達
の
テ
l
マ
に
よ
っ
て
記

さ
れ
た
『
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
』
に
お
け
る
彼
の
揺
藍
期
に
対
す
る
記
述
を

参
考
に
、
そ
の
背
景
と
し
て
の
津
和
野
と
の
関
わ
り
を
考
察
し
た
の
で
あ
っ
た
。

小
論
で
も
そ
の
方
法
を
踏
襲
す
る
が
、
同
じ
箇
所
を
今
度
は
歴
史
的
視
点
か
ら

考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
先
の
拙
論
に
重
複
す
る
が
、
津
和
野
に
触

れ
た
箇
所
を
再
び
書
き
抜
く
こ
と
に
す
る
。

主
人
公
数
え
年
六
歳
の
時
の
記
述
。

①
「
中
国
の
或
る
小
さ
い
お
大
名
の
御
城
下
に
い
た
。
廃
藩
置
県
に
な
っ
て
、

県
庁
が
隣
国
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
城
下
は
俄
に
寂
し
く
な
っ
た
。

/
お
父
(
と
う
)
様
は
、
殿
様
と
ご
い
っ
し
ょ
に
東
京
に
出
て
入
ら
っ
し
ゃ
る
。
」

l 

(
『
鴎
外
全
集
第
五
巻
』
岩
波
書
庖
、
昭
和
四
七
年
、
九
一
頁
)

②
「
お
父
様
は
藩
の
時
徒
士
(
か
ち
)
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
土
塀
を
緯

(
め
ぐ
)
ら
し
た
門
構
え
の
家
に
丈
(
だ
け
)
は
住
ん
で
お
ら
れ
た
。
門
の
前

で
、
向
こ
う
の
岸
は
上
(
か
み
)
の
お
蔵
で
あ
る
。
」
(
同
守

は
お
濠
(
ほ
り
)

九
二
頁
)

③
「
此
辺
(
こ
の
へ
ん
)
は
屋
敷
町
で
、
春
に
な
っ
て
も
、
柳
も
見
え
ね
ば
桜

も
見
え
な
い
。
内
の
塀
の
上
か
ら
ま
っ
か
な
椿
(
つ
ば
き
)
の
花
が
見
え
て
、

お
米
蔵
の
側
(
そ
ば
)
の
臭
橘
(
か
ら
た
ち
)
に
薄
緑
の
芽
の
吹
い
て
い
る
の

が
見
え
る
ば
か
り
で
あ
る
。
/
西
隣
に
空
地
が
あ
る
。
石
五
(
い
し
が
わ
ら
)

の
散
ら
ば
っ
て
い
る
聞
に
、
げ
ん
げ
や
董
の
花
が
咲
い
て
い
る
。
」
(
同
九
二

頁
)次

に
、
数
え
年
七
歳
の
時
の
記
述
。

④
「
お
父
様
が
東
京
か
ら
お
帰
に
な
っ
た
。
僕
は
藩
の
学
問
所
の
祉
(
あ
と
)

に
出
来
た
学
校
に
通
う
こ
と
に
な
っ
た
。
内
か
ら
学
校
へ
往
く
に
は
、
門
の
前

の
お
濠
の
西
の
は
づ
れ
に
あ
る
木
戸
を
通
る
の
で
あ
る
。
木
戸
の
番
所
の
祉
が

ま
だ
元
の
侭
に
な
っ
て
い
て
、
五
十
ば
か
り
の
ぢ
い
さ
ん
が
住
ん
で
い
る
。
」

(
同
九
四
頁
)

最
後
に
数
え
年
十
歳
の
時
の
記
述
。

⑤
「
お
母
様
は
、
東
京
へ
は
皆
行
き
た
が
っ
て
い
る
か
ら
、
人
に
言
う
の
は
好

く
な
い
と
仰
(
お
っ
し
)
ゃ
っ
た
。
」
(
同
九
六
頁
)

⑥
「
甲
胃
(
か
っ
ち
?
っ
)
と
い
う
も
の
は
、
何
で
も
五
年
も
前
に
、
長
州
征

伐
(
ち
ょ
う
し
ゅ
う
せ
い
ば
っ
)
が
あ
っ
た
時
か
ら
、
信
用
が
地
に
墜
ち
た
の

で
あ
っ
た
」
(
同
九
六
頁
)

⑦
「
僕
の
国
は
盆
踊
り
の
盛
(
さ
か
ん
)
な
国
で
あ
っ
た
。
旧
暦
の
孟
蘭
盆

(
・
?
り
ぼ
ん
)
が
近
づ
い
て
来
る
と
、
今
年
(
こ
と
し
)
は
踊
が
禁
ぜ
ら
れ
る



そ
う
だ
と
い
ふ
噂
が
あ
っ
た
。
併
(
し
か
)
し
、
県
庁
で
他
所
産
(
た
し
よ
う

ま
れ
)
の
知
事
さ
ん
が
、
僕
の
国
の
も
の
に
逆
(
さ
か
ら
)
う
の
は
好
く
な
い

と
い
う
の
で
、
黙
許
す
る
と
い
ふ
事
に
な
っ
た
。
/
内
か
ら
二
三
丁
ば
か
り
先

は
町
で
あ
る
。
そ
こ
に
屋
台
が
掛
か
っ
て
い
て
、
夕
方
に
な
る
と
、
踊
の
畷
子

(
は
や
し
)
を
す
る
の
が
内
へ
聞
え
る
。
」
(
同
一

o
o
-
-
O一
頁
)

こ
の
翌
年
、
主
人
公
は
、
鴎
外
と
閉
じ
齢
に
、
父
に
連
れ
ら
れ
て
上
京
す
る

こ
と
に
な
る
。

一場所論としてー

と
こ
ろ
で
先
の
拙
論
で
は
、
考
察
の
手
掛
か
り
を
『
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
』

の
心
理
的
テ
l
マ
に
求
め
た
。
そ
れ
は
自
ら
を
抑
圧
す
る
悟
性
に
よ
る
自
制
心

で
あ
っ
た
。
こ
の
作
品
の
意
図
は
、
性
欲
の
自
覚
的
発
展
を
、
自
然
主
義
的
手

法
を
超
え
て
描
く
と
こ
ろ
に
あ
る
と
鴎
外
自
身
が
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
性

欲
に
異
常
な
関
心
が
あ
る
よ
う
に
興
味
本
位
に
描
く
の
で
は
な
い
(
『
鴎
外
全

集
第
五
巻
』
岩
波
書
居
、
間
和
四
七
年
、
八
六

1
八
七
頁
)
と
す
る
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
鴎
外
自
身
が
「
自
分
は
少
年
の
時
か
ら
、
鈴
り
に
自
分
を
知
り
抜

い
て
い
た
の
で
、
そ
の
悟
性
が
情
熱
を
明
芽
の
う
ち
に
枯
ら
し
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る
。
」
(
同
一
七
七
頁
)
と
さ
え
述
べ
る
よ
う
な
こ
の
「
自
ら
を
抑
圧
す
る

悟
性
の
成
長
」
は
、
小
論
で
も
重
要
な
考
察
の
手
掛
か
り
に
な
る
。
先
の
拙
論

で
は
、
そ
れ
を
風
景
論
の
立
場
か
ら
考
察
し
た
が
、
小
論
で
は
、
歴
史
的
背
景

か
ら
そ
れ
を
考
察
す
る
。

そ
こ
で
、
問
題
は
そ
の
記
述
に
反
映
さ
れ
る
歴
史
的
背
景
で
あ
る
。
引
用
①

か
ら
⑦
は
、
便
宜
上
適
当
に
引
き
出
し
た
と
い
う
よ
り
、
性
欲
に
関
す
る
エ
ピ

ソ
ー
ド
部
分
を
除
い
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
記
し
た
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の
意
味

で
は
、
引
用
の
全
て
に
歴
史
的
背
景
を
感
じ
さ
せ
る
記
述
が
あ
る
の
は
、
鴎
外

自
身
に
そ
の
よ
う
な
視
点
が
あ
っ
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
勿
論
、
こ
の
年
一

九
O
九
年
、
四
七
歳
に
し
て
文
学
博
士
に
な
り
、
文
学
者
と
し
て
も
円
熟
の
時
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期
に
入
り
、
歴
史
小
説
や
が
て
は
史
伝
へ
と
執
筆
の
主
軸
が
移
っ
て
行
く
鴎
外

に
歴
史
に
対
す
る
関
心
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
の
は
容
易
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
の
こ
と
を
も
踏
ま
え
て
、
こ
の
歴
史
的
背
景
に
関
す
る
記
述
に
は
鴎
外

自
身
も
気
づ
か
な
か
っ
た
と
さ
え
恩
わ
れ
る
ひ
と
つ
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
地

理
的
な
記
述
が
正
確
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
歴
史
的
記
述
の
そ
の
よ
う
な
傾
向
が

浮
か
び
上
が
っ
て
来
る
。
以
下
、
そ
の
点
を
含
み
つ
つ
考
察
す
る
。

一
九
世
紀
の
津
和
野
と
森
鴎
外

ま
ず
、
幼
時
の
鴎
外
を
取
り
巻
く
歴
史
的
背
景
の
最
も
重
要
な
事
実
が
引
用

①
に
も
記
さ
れ
た
明
治
維
新
と
廃
藩
置
県
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

一
月
生
ま
れ
の
鴎
外
は
、
一
八
六
七
年
一

O
月
の
大
政
奉
還
か
ら
一
八
六
八
年

四
月
の
江
戸
開
城
を
五
歳
か
ら
六
歳
で
迎
え
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
明
治

四
年
(
一
八
七
一
)
の
廃
藩
置
県
は
、
満
九
歳
で
迎
え
て
い
る
。
中
央
で
起
こ
っ

た
こ
の
変
化
そ
の
も
の
に
は
直
接
関
心
は
向
け
ら
れ
な
い
ま
で
も
、
そ
れ
に
付

随
し
て
起
こ
る
身
辺
で
の
変
化
に
感
受
性
を
働
か
せ
る
の
に
は
十
分
な
年
齢
で

あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

2 鴎
外
の
記
述
に
も
あ
る
よ
う
に
、
廃
藩
置
県
は
津
和
野
に
人
口
の
激
減
を
招

、
た
。明

治
維
新
時
の
藩
主
は
、
天
保
一

O
年
(
一
八
三
九
)
に
久
留
米
藩
か
ら
一

五
歳
で
養
子
に
入
っ
た
久
留
米
藩
主
有
馬
頼
徳
の
次
男
格
助
、
津
和
野
藩
第
一

一
代
藩
主
亀
井
蕊
監
(
こ
れ
み
H
勤
斎
)
で
あ
る
。
若
く
し
て
異
国
の
藩
主
と

な
っ
た
蕊
監
で
は
あ
る
が
、
十
代
に
し
て
要
求
さ
れ
た
藩
政
改
革
を
手
始
め
と

し
て
、
幕
末
、
維
新
の
動
乱
期
を
、
藩
の
重
臣
た
ち
と
と
も
に
、
意
欲
的
に
乗

り
切
っ
た
名
藩
主
と
言
え
る
。
従
っ
て
、
こ
の
蕊
監
の
事
績
は
、
鴎
外
の
時
代

的
背
景
と
し
て
の
津
和
野
と
い
う
場
所
を
構
成
す
る
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
い
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え
よ
う
。
そ
の
事
績
は
、
明
治
三
八
年
(
一
九

O
五
)
、
加
部
厳
夫
に
よ
っ
て

『
於
持
呂
我
中
亀
井
勤
斎
伝
』
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
。
小
論
で
は
主
に
そ

の
復
刻
版
『
於
梓
呂
我
中
亀
井
蕊
監
伝
』
(
マ
ツ
ノ
書
居
、
昭
和
五
七
年
)

を
参
考
に
し
つ
つ
考
察
す
る
。
ま
た
、
野
津
左
馬
之
助
編
『
鹿
足
郡
誌
』
(
島

根
鯨
鹿
足
郡
町
村
長
曾
発
行
、
昭
和
一

O
年
・
復
刻
H

臨
川
書
底
、
昭
和
六
二

年
)
を
も
と
に
し
て
、
鴎
外
の
記
述
と
関
係
す
る
歴
史
的
事
実
を
悲
監
の
事
績

に
重
ね
て
確
認
す
る
。

ま
ず
、
悲
監
が
藩
主
に
な
っ
た
当
時
の
我
が
国
の
状
況
を
象
徴
的
に
表
し
て

い
る
事
件
と
し
て
、
そ
の
年
、
将
軍
徳
川
家
慶
に
な
っ
て
三
年
目
の
天
保
一

O

年
に
起
こ
っ
た
「
蛮
社
の
獄
」
が
あ
る
。
天
保
八
年
(
一
八
三
七
)
に
『
那
波

列
翁
伝
』
を
発
表
し
た
小
関
三
英
ゃ
、
天
保
九
年
(
一
八
三
八
)
に
『
夢
望
巴

を
発
表
し
た
高
野
長
英
、
『
慎
機
論
』
を
発
表
し
た
渡
辺
肇
山
な
ど
が
罪
に
問

わ
れ
、
小
関
三
英
は
自
殺
、
高
野
長
英
は
終
身
禁
獄
、
嘉
永
三
年
(
一
八
五

O
)

自
殺
、
渡
辺
峯
山
は
塾
居
、
二
年
後
に
自
殺
、
と
い
う
洋
学
者
に
対
す
る
弾
圧

事
件
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
は
、
天
保
七
年
(
一
八
三
六
)

に
餓
死
者
一

O
万
を
出
し
た
と
い
わ
れ
る
奥
羽
地
方
の
大
飢
鍾
な
ど
の
経
済
的

困
窮
に
端
を
発
し
た
一
撲
の
頻
発
、
と
り
わ
け
、
天
保
八
年
(
一
八
三
七
)
の

大
塩
平
八
郎
の
乱
な
ど
の
よ
う
な
社
会
不
安
と
、
同
年
、
浦
賀
や
薩
摩
に
入
港

し
砲
撃
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
船
モ
リ
ソ
ン
号
の
事
件
に
象
徴
さ
れ
る
開
国
へ
の
国

内
外
の
圧
力
に
対
す
る
不
安
に
対
す
る
幕
府
な
り
の
政
策
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

当
然
幕
府
は
そ
の
前
後
に
は
、
出
初
め
式
の
禁
止
な
ど
と
い
っ
た
倹
約
を
趣
旨

と
す
る
様
々
の
法
を
実
行
し
て
は
い
た
が
、
天
保
一
二
年
(
一
八
四
一
)
、
大
々

的
な
改
革
を
打
ち
出
し
た
。
こ
れ
が
老
中
水
野
忠
邦
を
中
心
に
し
て
行
わ
れ
た

「
天
保
の
改
革
」
で
あ
る
。
財
政
立
て
直
し
を
主
旨
と
し
た
こ
の
改
革
が
、
厳

し
い
倹
約
と
身
分
制
度
の
再
確
立
と
い
っ
た
保
守
的
性
格
を
持
つ
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
が
、
他
方
、
開
国
へ
の
圧
力
に
対
し
て
天
保
一
三
年
(
一
八
四
二
)

の
「
異
国
船
薪
水
給
与
令
」
を
出
す
な
ど
の
革
新
的
側
面
を
も
併
せ
持
つ
と
い

う
複
雑
な
様
相
を
示
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

こ
の
よ
う
な
中
央
の
動
き
は
、
津
和
野
藩
に
も
影
響
を
与
え
る
。
蕊
監
は
、

当
初
三
年
間
は
、
政
治
に
携
わ
る
こ
と
が
出
来
ず
、
天
保
七
年
(
一
八
三
六
)

の
「
申
年
の
大
洪
水
」
な
ど
に
よ
る
大
飢
鐘
を
乗
り
切
っ
た
家
老
多
胡
丹
波
が

藩
政
を
動
か
し
て
い
た
。
し
か
し
、
持
続
す
る
経
済
危
機
は
如
何
と
も
で
き
ず
、

本
来
そ
の
解
決
の
た
め
に
藩
意
は
病
弱
な
第
一

O
代
藩
主
蕊
方
に
代
え
て
蕗
監

を
迎
え
た
の
で
あ
っ
た
。
天
保
一
三
年
(
一
八
四
二
)
二
月
、
藩
中
の
不
満
を

浴
び
た
多
胡
丹
波
を
罷
免
し
た
悲
監
は
、
自
ら
津
和
野
藩
の
天
保
の
改
革
に
乗

り
出
す
。
そ
の
主
目
的
が
財
政
立
て
直
し
で
あ
り
、
倹
約
、
緊
縮
財
政
、
産
業

育
成
な
ど
の
政
策
を
実
行
し
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
後
年
に
な
っ
て
最

も
そ
の
効
果
を
発
揮
し
た
と
思
わ
れ
、
ま
た
鴎
外
に
も
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す

こ
と
に
な
る
の
は
、
文
教
政
策
で
あ
っ
た
。

藩
校
養
老
館
は
す
で
に
天
明
六
年
(
一
七
八
六
)
に
第
八
代
藩
主
矩
賢
(
の

り
か
た
)
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
、
大
坂
の
山
口
剛
斎
(
景
徳
)
を
迎
え
て
幕
府

に
習
っ
て
朱
子
学
を
中
心
と
し
た
教
育
を
行
っ
て
い
た
が
(
『
於
梓
呂
我
中

亀
井
蕊
監
伝
』
六
三
五
頁
)
、
悲
監
は
、
嘉
永
元
年
(
一
八
四
八
)
か
ら
そ
の

改
革
に
か
か
る
。
そ
れ
は
、
世
襲
に
よ
っ
て
朱
子
学
を
教
え
て
来
た
山
口
家
を
、

「
山
口
家
は
、
そ
の
職
を
世
々
に
し
て
、
文
教
の
牛
耳
を
執
り
し
も
の
な
り
し

を
、
勤
斎
、
断
然
其
旧
慣
を
破
り
、
岡
熊
臣
を
擢
て
、
国
学
の
教
師
と
為
し
、

命
じ
て
学
則
を
撰
ぱ
し
め
、
山
口
家
を
ば
、
他
の
文
武
教
師
の
列
に
置
き
、
単

に
漢
学
科
の
教
官
と
し
て
、
生
徒
を
教
養
せ
し
め
、
(
中
略
)
和
魂
漢
才
に
し

て
、
国
家
有
用
の
器
を
養
成
せ
ん
こ
と
を
期
せ
ら
れ
き
」
(
『
於
梓
自
我
中
亀

井
蕊
監
伝
』
一
一
八
頁
)
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
他
の
文
武
教
師
と
同
列
に
置
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き
、
代
わ
り
に
、
天
皇
中
心
主
義
的
な
国
学
者
、
岡
熊
臣
に
学
則
を
選
ば
し
め

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
後
の
王
政
復
古
の
際
に
役
立
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
こ
の
前
後
の
様
子
を
沖
本
常
吉
『
津
和
野
藩
』
(
津
和
野
歴
史
シ
リ
ー

ズ
刊
行
会
、
昭
和
四
三
年
/
平
成
元
年
)
で
は
、
そ
の
前
年
に
江
戸
深
川
の
下

屋
敷
を
売
っ
た
費
用
で
、
養
老
館
を
独
立
採
算
制
に
す
る
基
金
と
し
、
武
道
道

場
を
増
設
し
た
と
さ
れ
、
ま
た
、
学
制
改
革
で
は
、
従
来
の
漢
学
、
医
学
、
礼

学
、
数
学
、
兵
学
に
加
え
て
医
学
の
中
に
蘭
医
科
を
置
き
、
そ
し
て
、
上
述
の

国
学
を
設
け
た
と
さ
れ
て
い
る
(
『
津
和
野
藩
』
九
二

i
九
三
頁
)
。
歴
史
の
流

れ
を
顧
み
る
時
、
こ
れ
ら
が
時
宜
を
得
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
応
じ
た
人
材
育
成
を
積
極
的
に
行
い
、
藩
内
の
優

れ
た
人
材
を
各
地
に
派
遣
し
て
勉
強
さ
せ
、
行
く
手
に
近
づ
く
時
代
の
変
化
に

対
応
し
よ
う
と
し
た
。
養
老
館
の
最
晩
期
に
教
育
を
受
け
た
森
鴎
外
を
含
め
て
、

そ
れ
は
、
見
事
に
成
功
し
た
と
言
え
よ
う
。
明
治
維
新
と
と
も
に
各
地
の
藩
校

は
閉
鎖
に
な
る
が
、
養
老
館
が
閉
鎖
さ
れ
、
代
わ
り
に
津
和
野
化
成
堂
が
開
校

し
た
の
は
明
治
四
年
(
一
八
七
乙
で
あ
る
。
森
鴎
外
が
養
老
館
に
入
学
し
た

の
は
明
治
二
年
(
一
八
六
九
)
、
七
歳
の
時
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
思
え
ば
、

引
用
④
は
、
入
学
の
年
齢
は
満
年
齢
と
数
え
年
と
で
符
合
し
、
養
老
館
は
ま
だ

廃
止
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

幕
末
に
お
い
て
津
和
野
藩
が
間
一
髪
の
危
機
に
瀕
し
た
の
は
、
元
治
元
年

(
一
八
六
四
)
と
慶
応
二
年
(
一
八
六
六
)
の
二
度
に
亙
っ
て
幕
府
よ
り
出
さ

れ
た
「
討
長
令
」
す
な
わ
ち
長
州
を
征
伐
せ
よ
と
の
命
令
で
あ
っ
た
。
小
藩
津

和
野
が
隣
国
長
州
と
一
戦
を
交
え
れ
ば
そ
の
結
果
は
目
に
見
え
て
い
た
。
ま
た
、

地
形
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
山
口
か
ら
進
軍
し
て
来
た
長
州
軍
が
野
坂

峠
か
ら
津
和
野
城
下
を
目
が
け
て
砲
撃
す
れ
ば
、
城
下
は
一
瞬
に
し
て
壊
滅
す

る
。
と
は
言
え
、
幕
府
に
反
す
る
力
も
な
い
。
こ
こ
で
、
功
を
奏
し
た
の
が
日
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頃
か
ら
の
文
教
政
策
で
あ
っ
た
。
引
用
⑥
は
、
こ
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

そ
れ
は
お
お
む
ね
次
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
。

「
討
長
令
」
す
な
わ
ち
「
防
長
征
討
令
」
は
、
二
度
に
亙
っ
て
出
さ
れ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
津
和
野
藩
は
藩
の
事
情
か
ら
苦
し
い
選
択
を
迫
ら
れ
た
。
ま
ず
、

第
一
次
征
討
令
は
、
元
治
元
年
(
一
八
六
四
)
七
月
二
三
日
に
発
せ
ら
れ
た

(
『
於
梓
呂
我
中
亀
井
蕊
監
伝
』
一
二
三
七
頁
)
。
そ
れ
に
対
し
て
津
和
野
藩
で

は
ま
ず
「
同
(
七
月
)
二
七
日
、
右
討
長
の
例
に
対
し
、
上
書
し
て
、
邦
内
に

干
文
を
動
か
す
の
時
に
非
る
を
言
い
、
其
期
を
緩
う
し
、
為
に
尽
力
し
て
無
事

を
謀
ら
ん
と
す
。
」
(
『
於
梓
呂
我
中
亀
井
弦
監
伝
』
三
三
八
頁
)
と
述
べ
ら

れ
る
よ
う
に
、
と
り
あ
え
ず
様
子
を
見
て
、
時
期
を
延
ば
そ
う
と
し
た
。
そ
し

て
、
幕
府
方
、
長
州
方
の
双
方
に
日
ご
ろ
育
成
し
て
来
た
人
材
を
遣
わ
し
、
状

況
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
双
方
の
和
解
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
『
津

和
野
藩
』
に
は
、
ほ
ぼ
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
蕊
監
は
、
藩
土
全
員
を

集
め
て
意
見
を
聞
き
、
他
方
、
藩
財
政
の
足
し
に
し
て
い
た
俸
様
二
割
の
上
げ

米
を
免
じ
て
藩
の
結
束
を
図
っ
た
。
そ
の
結
果
、
征
討
令
は
遵
守
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
長
州
と
は
古
来
隣
藩
と
し
て
深
い
関
わ
り
が
あ
り
、
征
討
の
日

時
も
決
ま
ら
な
い
今
、
み
だ
り
に
動
く
必
要
は
な
い
、
と
の
結
論
に
至
り
、
と

り
あ
え
ず
国
境
警
備
に
当
た
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
後
、
長
州
藩
が
恭
順
の
意

を
示
し
、
事
態
は
落
着
し
た
の
で
あ
る
(
『
津
和
野
藩
』
一
一
一

1
一
一
二
頁
)
。

次
に
、
第
二
次
征
討
令
は
、
慶
応
二
年
(
一
八
六
六
)
四
月
に
発
せ
ら
れ
た
。

幕
府
は
軍
目
付
長
谷
川
久
三
郎
を
津
和
野
に
送
り
、
「
(
五
月
)
一
六
日
、
寛
に

津
和
野
に
入
り
、
永
明
寺
に
館
す
。
」
(
『
於
梓
呂
我
中
亀
井
輩
監
伝
』
三
九

三
頁
)
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
軍
目
付
は
永
明
寺
に
入
る
。
『
於
符
呂
我
中
亀

井
葱
監
伝
』
の
こ
の
箇
所
に
は
、
軍
目
付
が
浜
田
に
止
ま
っ
て
い
る
聞
に
、
津

和
野
か
ら
使
い
を
送
っ
て
津
和
野
入
国
を
思
い
と
ど
ま
る
よ
う
説
得
し
た
こ
と
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が
無
に
帰
し
た
旨
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
津
和
野
に
と
っ
て
は
危
機
的
な

事
態
で
あ
っ
た
。
他
方
、
益
田
・
浜
田
に
は
幕
府
方
の
連
合
軍
が
集
結
し
、
そ

れ
に
対
し
て
、
津
和
野
を
挟
ん
だ
山
口
側
の
長
州
軍
は
、
「
同
(
五
月
)
一
九

日
、
長
門
藩
は
、
幕
軍
の
漸
く
国
境
に
逼
る
こ
と
を
偵
知
し
、
特
使
を
し
て
書

を
我
藩
に
致
し
、
告
げ
て
日
く
。
幕
兵
の
城
邑
に
入
る
こ
と
を
謝
絶
し
、
一
を

市
民
の
鎮
撫
に
力
を
用
い
る
の
得
策
な
る
こ
と
を
勧
む
。
査
し
、
本
藩
が
積
年

の
交
誼
に
酬
ゆ
る
の
好
意
な
り
。
」
(
『
於
梓
自
我
中
亀
井
蕊
監
伝
』
三
九
五

頁
)
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
幕
府
軍
が
津
和
野
に
入
る
こ
と
を
拒
否
せ
よ
と

の
勧
告
を
突
き
付
け
て
く
る
。
か
く
し
て
、
一
触
即
発
の
危
機
に
至
っ
た
の
で

あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
津
和
野
で
戦
火
が
聞
か
れ
れ
ば
、
城
下
が
壊
滅

す
る
こ
と
は
目
に
見
え
て
い
る
。
「
六
月
三
目
。
幕
兵
、
周
防
園
、
大
島
郡
を

侵
掠
し
、
先
ず
戦
端
を
聞
く
。
(
中
略
)
越
え
て
五
日
、
報
致
る
。
永
明
寺
在

営
の
軍
目
付
、
急
に
廓
内
養
老
館
に
移
る
。
」
(
『
於
持
呂
我
中
亀
井
草
監
伝
』

三
九
七
頁
)
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
す
で
に
大
島
で
は
戦
火
も
交
え
、
藩
内

に
も
危
機
的
な
状
況
が
迫
る
中
に
、
津
和
野
藩
は
「
こ
れ
よ
り
先
、
福
羽
文
三

郎
(
美
静
)
を
長
門
藩
に
遣
り
、
彼
の
兵
の
、
我
壇
F
に
入
る
事
を
避
け
し
む
。
」

(
『
於
仔
自
我
中
亀
井
蕊
監
伝
』
三
九
七
頁
)
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
長
州

藩
に
福
羽
美
静
を
直
接
交
渉
に
派
遣
し
た
り
、
ま
た
幕
府
方
の
各
藩
に
も
そ
れ

ぞ
れ
の
人
物
を
派
遣
し
た
り
な
ど
、
水
面
下
で
さ
ま
ざ
ま
な
交
渉
が
行
わ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
津
和
野
で
は
引
用
⑥
に
あ
る
よ
う
に
、
武
力
は
無
力
で
あ
り
、

さ
ま
ざ
ま
な
交
渉
が
、
ま
た
、
そ
れ
を
遂
行
す
る
人
材
こ
そ
が
価
値
あ
る
も
の

だ
と
い
う
風
聞
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
か
く
し
て
藩
と
し
て
は
「
当
藩
の
処
置
」

と
し
て
「
一
長
兵
、
俄
に
領
内
に
押
入
、
素
よ
り
小
藩
防
御
難
相
成
、
其
上
、

城
下
、
長
州
至
近
故
、
防
方
甚
当
惑
に
付
、
軍
目
付
へ
も
相
談
之
所
、
人
数
領

内
繰
出
に
不
及
、
城
下
専
務
に
警
衛
可
致
旨
申
聞
候
に
付
、
城
下
至
近
之
野
阪

口
へ
、
人
数
繰
出
、
其
余
城
下
に
相
固
め
、
防
戦
の
手
配
致
候
事
。
」
(
『
於
梓

呂
我
中
亀
井
悲
監
伝
』
四
O
七
貰
)
と
、
小
藩
に
つ
き
防
ぎ
切
れ
な
い
、
と

い
う
口
実
を
軍
目
付
に
納
得
さ
せ
た
う
え
で
、
「
一
領
域
諸
口
へ
は
、
夫
々

家
来
差
出
置
、
為
差
止
候
所
、
何
分
不
聞
入
押
込
、
」
(
『
於
梓
自
我
中
亀
井

草
監
伝
』
四
O
七
頁
)
と
、
各
所
の
地
名
を
列
記
し
っ
て
す
べ
て
防
ぎ
切
れ

な
か
っ
た
と
い
う
言
い
訳
を
作
り
、
長
州
軍
を
素
通
り
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
結
果
、
長
州
軍
は
津
和
野
領
内
を
素
通
り
し
て
益
田
・
浜
田
へ
と
進
軍
し
勝

利
す
る
。
津
和
野
を
素
通
り
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
長
州
藩
自
身
が
、
た
だ

道
を
借
り
た
の
み
と
弁
明
し
て
い
る
。
残
さ
れ
た
問
題
は
、
津
和
野
に
入
っ
て

い
た
箪
目
付
の
処
置
で
あ
っ
た
が
、
津
和
野
藩
は
、
勝
者
長
州
藩
に
対
し
て
一

時
引
き
渡
す
が
、
必
ず
津
和
野
に
返
還
す
る
よ
う
に
と
い
う
確
約
を
と
り
、
そ

の
よ
う
に
実
行
し
た
。
九
月
に
軍
目
付
を
広
島
に
送
っ
て
よ
う
や
く
、
幕
府
と

長
州
と
に
挟
ま
れ
た
き
わ
ど
い
交
渉
は
一
段
落
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
度
重
な
る
危
機
を
乗
り
越
え
た
の
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、

交
渉
を
遂
行
す
る
優
秀
な
人
材
で
あ
っ
た
。
「
征
長
令
」
の
事
件
は
そ
の
人
材

を
和
漢
洋
の
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
亙
っ
て
積
極
的
に
養
成
し
て
来
た
成
果
が
最

も
発
揮
さ
れ
た
事
件
で
あ
っ
た
し
、
津
和
野
の
人
た
ち
自
身
が
そ
れ
を
は
っ
き

り
自
覚
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
時
代
は
明
治
を
迎
え
る
。
明
治
四
年
(
一
八
七
一
)
五
月
二
二

日
、
津
和
野
藩
知
事
葱
監
は
自
ら
廃
藩
置
県
の
建
白
書
を
政
府
に
提
出
、
翌
六

月
二
五
日
、
津
和
野
藩
は
廃
せ
ら
れ
て
浜
田
県
に
併
合
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
政
府
が
全
国
に
廃
藩
置
県
の
布
告
を
し
た
の
が
七
月
一
四
日
で
あ
る
。

こ
れ
が
、
引
用
①
の
事
態
で
あ
る
。

「
元
禄
期
津
和
野
城
下
侍
屋
敷
明
細
絵
図
」
(
津
和
野
町
郷
土
館
蔵
)
と
現

在
の
地
図
と
を
比
較
し
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
町
の
南
半
分
、
旧
武
家
屋
敷
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町
は
、
今
日
の
方
が
家
が
少
な
い
。
引
用
②
の
よ
う
に
そ
れ
な
り
の
家
を
構
え

て
地
域
の
管
理
機
能
を
有
し
て
い
た
武
士
階
級
が
、
そ
の
存
在
理
由
を
失
っ
て

町
を
去
っ
た
の
で
あ
る
。
官
吏
な
ど
の
職
に
恵
ま
れ
た
も
の
は
東
京
に
出
た
。

引
用
⑤
は
こ
の
こ
と
を
指
す
。
ま
た
、
あ
き
地
な
ど
が
目
立
ち
始
め
た
こ
と
は
、

引
用
①
、
③
、
④
な
ど
に
も
か
い
ま
み
え
る
。

ま
た
、
引
用
⑦
か
ら
は
、
県
知
事
と
津
和
野
の
住
民
の
双
方
が
気
を
遣
っ
て

い
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
が
、
実
は
こ
の
盆
踊
り
は
、
た
だ
の
村
祭
り
と
い
う
以

上
の
意
味
が
あ
る
。
矢
富
厳
夫
『
鷺
舞
と
津
和
野
踊
り
』
(
津
和
野
歴
史
シ
リ
ー

ズ
刊
行
会
、
昭
和
四
八
年
/
昭
和
六

O
年
)
に
よ
る
と
、
こ
の
盆
踊
り
す
な
わ

ち
津
和
野
踊
り
の
由
来
は
、
次
の
よ
う
な
史
実
に
よ
る
と
い
う
。
津
和
野
初
代

藩
主
亀
井
政
矩
の
父
蕊
矩
が
、
天
正
年
間
(
一
五
七
三

1
一
五
九
二
)
に
豊
臣

秀
吉
に
つ
い
て
鳥
取
鹿
野
城
に
い
て
周
囲
の
敵
と
戦
っ
て
い
た
時
、
近
く
の
金

剛
城
を
落
と
す
の
に
一
案
を
用
い
た
。
そ
れ
は
、
鹿
野
城
下
に
踊
り
を
流
行
ら

せ
、
金
剛
城
主
や
家
臣
が
そ
の
見
物
に
赴
い
た
隙
に
城
を
奪
う
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
作
戦
は
み
ご
と
に
成
功
し
た
と
い
う
。
そ
れ
以
来
、
亀
井

家
は
こ
の
踊
り
を
伝
え
、
そ
れ
を
津
和
野
に
も
伝
え
た
と
い
う
。
鳥
取
県
鹿
野

地
方
の
亀
井
踊
り
は
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
そ
の
ま
ま
歌
調
に
入
れ
て
い
る
が
、

津
和
野
に
今
日
伝
わ
る
も
の
に
は
、
「
王
舎
城
裏
の
あ
の
殿
方
は
、
こ
わ
い
よ

う
で
も
な
さ
け
が
深
い
、
深
い
は
づ
だ
よ
亀
井
さ
ま
」
と
麺
わ
れ
て
い
る

(
『
鷺
舞
と
津
和
野
踊
り
』
一
一
四

i
一
二
七
頁
)
。
こ
の
よ
う
な
由
来
と
歌
調

を
持
つ
津
和
野
踊
り
に
、
併
合
し
た
ば
か
り
の
よ
そ
の
知
事
(
浜
田
県
知
事
佐

藤
信
寛
)
が
気
を
遣
い
、
そ
の
知
事
に
住
民
が
気
を
遣
う
の
は
想
像
す
る
に
難

く
な
い
。
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さ
て
、
か
く
し
て
鴎
外
の
記
述
は
、
歴
史
的
事
実
を
織
物
の
よ
う
に
組
み
入

れ
て
効
果
を
発
揮
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
淡
々
と
確
実
に
周
囲
を
見
つ
め
て
記

述
し
て
い
く
と
い
う
リ
ア
リ
ズ
ム
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
当
時
の
津
和
野

に
お
け
る
歴
史
的
事
実
を
ほ
と
ん
ど
余
す
所
な
く
象
徴
的
に
捕
ら
え
得
て
い
る

よ
う
に
さ
え
見
え
る
。

し
か
し
、
当
時
の
歴
史
的
事
実
の
う
ち
、
た
っ
た
ひ
と
つ
重
大
な
事
件
に
言

及
し
て
い
な
い
。

そ
れ
は
、
「
肥
前
園
、
長
崎
、
浦
上
村
耶
蘇
教
徒
を
保
管
し
、
其
れ
を
し
て
、

改
懐
せ
し
む
べ
き
の
命
を
報
じ
、
藩
士
、
森
岡
新
五
右
衛
門
。
神
職
、
佐
伯
勘

解
由
等
を
し
て
、
教
導
の
任
に
当
ら
し
む
。
」
(
『
於
梓
自
我
中
亀
井
藍
監
伝
』

五
三
四
頁
)
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
明
治
元
年
(
一
八
六
八
)
か
ら
明
治
六
年

(
一
八
七
三
)
に
亙
っ
て
行
わ
れ
た
、
乙
女
峠
光
琳
寺
な
ど
に
お
け
る
キ
リ
ス

ト
教
徒
幽
閉
弾
圧
事
件
で
あ
る
。
場
所
に
お
け
る
普
遍
的
事
実
の
構
成
が
、
個

を
限
定
し
て
い
る
と
い
う
場
所
論
的
構
造
か
ら
一
言
守
え
ば
、
言
及
し
な
い
と
い
う

こ
の
事
実
に
も
ま
た
、
鴎
外
の
本
質
の
一
端
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
と
森
鴎
外

沖
本
常
吉
『
乙
女
峠
と
キ
リ
シ
タ
ン
』
(
津
和
野
歴
史
シ
リ
ー
ズ
刊
行
会
、

昭
和
四
六
年
/
昭
和
六
一
年
)
や
山
崎
一
穎
監
修
『
鴎
外
津
和
野
へ
の
回
想
』

(
津
和
野
町
郷
土
館
、
平
成
五
年
)
の
記
述
を
ま
と
め
れ
ば
、
明
治
元
年
閏
四

月
、
津
和
野
藩
は
、
太
政
官
か
ら
キ
リ
シ
タ
ン
を
預
か
り
、
「
人
事
を
尽
し
懇

切
に
教
諭
致
し
、
良
民
に
立
ち
戻
り
候
様
」
す
べ
し
と
い
う
通
達
を
受
け
る
。

そ
の
後
二
八
人
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
長
崎
の
浦
上
か
ら
光
琳
寺
に
送
ら
れ
た
の

が
六
月
で
あ
る
。
亀
井
葱
監
の
「
説
諭
改
宗
論
」
や
福
羽
美
静
の
記
録
か
ら
も

推
測
さ
れ
る
よ
う
に
当
初
は
説
得
を
旨
と
し
て
対
応
し
、
ま
た
、
政
府
中
央
で

は
明
治
二
年
(
一
八
六
九
)
五
月
に
「
処
分
を
実
施
す
る
が
厳
刑
は
否
と
す
る
」

と
い
う
議
決
が
為
さ
れ
た
り
な
ど
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
各
地
の
現
場
で
は
厳

3 
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し
い
迫
害
が
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
。
津
和
野
に
は
、
明
治
二
年
(
一
八
六
九
)

に
は
さ
ら
に
一
二
五
名
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
送
ら
れ
て
、
迫
害
と
拷
聞
を
受
け

る
こ
と
に
な
る
。
『
乙
女
峠
と
キ
リ
シ
タ
ン
』
で
は
六
年
間
の
死
亡
者
が
三
四

名
で
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
(
八
五

1
八
六
頁
)
。
小
さ
な
町
で
、
時
に

は
見
せ
し
め
さ
え
も
行
わ
れ
た
こ
の
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
を
鴎
外
は
日
常
の
よ
う

に
経
験
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
鴎
外
津
和
野
へ
の
回
想
』
で

も
記
さ
れ
る
よ
う
に
(
一
五
頁
)
、
鴎
外
は
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
迫
害
に
関
す

る
記
述
を
生
涯
に
亙
っ
て
全
く
残
し
て
い
な
い
。
同
書
で
は
鴎
外
の
関
係
者
が

弾
圧
に
か
か
わ
っ
て
い
た
か
ら
だ
と
い
う
理
由
も
紹
介
し
て
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
事
情
は
津
和
野
の
人
々
の
多
く
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、

政
府
中
央
で
も
厳
罰
を
否
定
す
る
決
議
を
し
た
く
ら
い
で
あ
る
か
ら
、
津
和
野

の
人
た
ち
に
も
、
非
人
道
的
な
行
為
で
あ
る
こ
と
は
分
か
っ
て
い
た
は
ず
で
あ

る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
黙
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
政
治
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
。
筆
者
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
よ
れ
ば
、
現
在
で
も
津
和

野
の
人
た
ち
は
、
こ
の
事
件
に
口
が
重
い
。
言
わ
ば
津
和
野
住
民
す
べ
て
に
お

け
る
歴
史
的
悲
劇
な
の
で
あ
る
。

こ
の
言
い
知
れ
な
い
抑
圧
は
、
も
の
を
書
く
と
い
う
仕
事
を
持
つ
際
に
、
自

己
を
語
ら
な
か
っ
た
と
い
う
指
摘
が
あ
っ
た
り
(
林
達
夫
「
自
己
を
語
ら
な
か
っ

た
鴎
外
」
、
『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
森
鴎
外
』
有
精
堂
、
昭
和
四
五
年
、

一ムハ一二
F
I
-
-
ハ
六
頁
)
、
そ
の
人
間
像
の
形
成
に
「
待
つ
」
「
耐
え
る
」
と
い
う

契
機
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
(
清
田
文
武
「
鴎
外
の
歴
史
小
説
に

お
け
る
人
間
像
の
形
成
|
「
待
つ
」
「
耐
え
る
」
と
い
う
契
機
を
中
心
に
1

」、

『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
森
鴎
外
E
』
有
精
堂
、
一
九
七
九
/
一
九
九
一
、

一
九
二

1
二
O
二
頁
)
に
深
い
と
こ
ろ
で
結
び
付
く
。
さ
ら
に
先
に
述
べ
た

『
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
』
の
「
悟
性
に
よ
る
自
制
」
と
い
う
結
論
的
テ
l
マ

や
性
的
経
験
へ
の
苦
い
後
味
へ
と
結
び
付
く
。
文
学
作
品
に
見
ら
れ
る
抑
圧
的

傾
向
を
こ
の
歴
史
的
事
実
と
の
対
応
と
の
み
関
係
付
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い

が
、
少
な
く
と
も
場
所
に
よ
る
構
成
の
ひ
と
つ
の
重
要
な
要
素
と
だ
け
は
言
え

よ
う
。そ

し
て
、
こ
の
こ
と
は
彼
の
歴
史
小
説
の
テ
l
マ
か
ら
も
推
測
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
大
正
元
年
(
一
九
二
一
)
の
『
興
津
弥
五
右
衛
門
の
遺
書
』
に
同
年

の
乃
木
大
将
の
殉
死
を
重
ね
る
の
は
当
然
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
も
そ
も
彼
が

そ
の
殉
死
に
、
そ
の
後
の
移
し
い
殉
死
や
刑
死
を
テ
l
マ
と
し
た
作
品
の
契
機

を
み
る
こ
と
自
体
、
蓄
え
て
来
た
潜
在
的
な
問
題
意
識
の
発
露
と
み
る
こ
と
が

で
き
る
。

『
阿
部
一
族
』
『
堺
事
件
』
『
大
塩
平
八
郎
』
『
栗
山
大
膳
』
な
ど
罪
人
に
寄

せ
る
同
情
の
念
と
と
も
に
、
淡
々
と
歴
史
と
い
う
運
命
の
重
さ
を
描
く
作
品
に

は
、
彼
が
抑
圧
す
べ
き
対
象
の
大
き
さ
深
さ
が
窺
え
る
。
そ
れ
ら
の
苦
し
み
を

超
え
た
理
想
郷
が
『
ぢ
い
さ
ん
ば
あ
さ
ん
』
で
あ
り
、
役
人
に
一
矢
報
い
る
の

が
『
最
後
の
一
旬
』
で
あ
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
モ
チ
ー
フ
の
萌
芽
が
津
和
野

の
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
に
あ
る
と
い
う
の
は
言
い
過
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。
ま
し
て
、

文
豪
森
鴎
外
が
、
隠
さ
れ
た
思
い
の
た
け
を
書
か
な
い
は
ず
は
無
い
と
は
言
え

な
い
だ
ろ
う
か
。
勿
論
こ
れ
は
、
新
た
な
資
料
の
発
掘
を
含
め
、
よ
り
詳
細
な

考
察
を
必
要
と
す
る
残
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
。

結

び

さ
て
、
小
論
で
述
べ
て
来
た
歴
史
的
事
実
は
森
鴎
外
の
幼
年
期
に
元
型
的
な

意
味
で
重
要
な
影
響
を
与
え
た
と
い
え
る
。
こ
れ
が
場
所
の
自
己
限
定
で
あ
る
。

そ
し
て
、
序
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
が
鴎
外
の
幼
年
期
だ
っ
た
だ
け
に
そ

の
時
期
に
鴎
外
の
側
か
ら
場
所
に
対
し
て
大
き
な
限
定
を
与
え
る
こ
と
は
で
き



な
か
っ
た
。
し
か
し
、

い
ま
時
間
を
超
越
し
て
、
森
鴎
外
記
念
館
や
森
鴎
外
生

家
、
そ
し
て
永
明
寺
の
森
鴎
外
墓
に
象
徴
さ
れ
る
ゆ
か
り
の
土
地
を
訪
れ
る
数

多
く
の
人
々
と
、
数
多
く
の
作
品
を
通
し
て
、
森
鴎
外
は
紛
れ
も
無
く
、
津
和

野
と
い
う
場
所
を
豊
か
に
限
定
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
あ
ら
き

福
岡
女
学
院
大
学
教
授
)

ま
さ
み

一場所論としてー

主
な
引
用
文
献
・
参
考
資
料

『
西
国
幾
多
郎
全
集
第
七
巻
』
岩
波
書
庖
、
一
九
四
九
/
一
九
八
八

『
西
田
幾
多
郎
全
集
第
十
四
巻
』
岩
波
書
庖
、
一
九
五
一
/
一
九
八
八

『
鴎
外
全
集
第
三
五
巻
』
岩
波
書
庖
、
昭
和
五

O
年

「
鴎
外
論
集
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
O

『
鴎
外
全
集
第
五
巻
』
岩
波
書
庖
、
昭
和
四
七
年

加
部
厳
夫
編
『
於
仔
呂
我
中
亀
井
葱
監
伝
』
マ
ツ
ノ
書
庖
、
昭
和
五
七
年

沖
本
常
吉
『
津
和
野
藩
』
津
和
野
歴
史
シ
リ
ー
ズ
刊
行
会
、
昭
和
四
三
年
/
平
成
元
年

野
津
左
馬
之
助
編
『
鹿
足
郡
誌
』
島
根
豚
鹿
足
郡
町
村
長
舎
発
行
、
昭
和
一

O
年
・
復

刻
日
臨
川
書
応
、
昭
和
六
二
年

「
元
禄
期
津
和
野
城
下
侍
屋
敷
明
細
絵
図
」
津
和
野
町
郷
土
館
蔵

矢
富
厳
夫
『
鷺
舞
と
津
和
野
踊
り
』
津
和
野
歴
史
シ
リ
ー
ズ
刊
行
会
、
昭
和
四
八
年
/

昭
和
六
O
年

沖
本
常
吉
『
乙
女
峠
と
キ
リ
シ
タ
ン
』
津
和
野
歴
史
シ
リ
ー
ズ
刊
行
会
、
昭
和
四
六
年

/
昭
和
六
一
年

山
崎
一
穎
監
修
『
鴎
外
津
和
野
へ
の
回
想
』
津
和
野
町
郷
土
館
、
平
成
五
年

林
達
夫
「
自
己
を
語
ら
な
か
っ
た
鴎
外
」
『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
森
鴎
外
』
有
精

堂
、
昭
和
四
五
年

清
田
文
武
「
鴎
外
の
歴
史
小
説
に
お
け
る
人
間
像
の
形
成
「
待
つ
」
「
耐
え
る
」
と

い
う
契
機
を
中
心
に
1

」
『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
森
鴎
外
E
』
有
精
堂
、
一
九
七

九
/
一
九
九
一
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